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第１章 総 則 
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第１節 計画の目的 

 本計画は、東京電力㈱柏崎刈羽原子力発電所（以下「原子力発電所」という。）において、 

原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号、以下「原災法」という。）に定める 

原子力災害が発生若しくは発生するおそれがある場合に備え、見附市地域防災計画（原子力

災害対策編）に基づき、屋内退避や避難等を迅速かつ円滑に実施するために必要な体制等を 

構築することを目的とする。 

 

第２節 計画の基本方針 

 本計画は、原子力発電所の事故の進展状況に応じて決定される緊急事態区分及び緊急時活

動レベル（EAL：Emergency Action Level）、運用上の介入レベル（OIL：Operational 

Intervention Level）の基準に応じて、段階的に避難等の指示がなされることを前提とする。 

 本計画は、屋内退避や避難等に係る情報連絡体制及び避難先、避難手段の調整、避難経路

の選定等、見附市から避難者受入自治体までの基本的な枠組等について定めるものとする。 

 

第３節 計画の修正 

 本計画は、現時点における基本的な考え方をまとめたものであり、関係法令、原子力災害

対策指針、見附市地域防災計画（原子力災害対策編）等の改正や、国、県、県内市町村及び

防災関係機関と引き続きの協議・検討結果により、随時更新するものとする。 

 また、県が定める「原子力災害に備えた新潟県広域避難の行動指針」との整合性を図るも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１章 総則 
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第２章 原子力災害対策の基本事項 
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第１節 原子力災害に対応するための防護措置 

 市は原子力災害から身を守るため、原子力発電所で発生した事故の状況や環境の放射線量

を踏まえ、国や県の指示又は独自の判断により、以下の各種防護措置を実施する。 

 

 （１）屋内退避 

 自宅や公共施設内などの屋内に退避することで、呼吸等による放射性物質の体内への

取り込みを抑制するとともに、屋外の放射性物質からの放射線を遮へいすることにより

被ばくの低減を図る防護措置である。 

 屋内退避は、広域避難の指示が行われるまで被ばくのリスクを低減しながら待機する

場合や、広域避難の実施が困難な場合に実施する。また、原子力発電所から放射性物質

が放出されていない段階においても、予防的な防護措置として屋内退避を実施する。 

 なお、屋内退避が長期間にわたる場合には生活に支障が出るため、原子力発電所の状

況や放射性物質の放出状況などを踏まえ、避難等を実施する。 

 

 

 （２）避難等 

 住民等が一定量以上の被ばくを受ける可能性がある場合に実施する防護措置であり、

放射性物質又は放射線の放出源から離れることにより、被ばくの低減を図るものである。 

① 一時移転 

 緊急の避難が必要な場合と比較して空間放射線量率等は低い地域であるが、日常

生活を継続した場合の無用の被ばくを低減するため、一定期間（一週間程度）の内

に当該地域から離れるため実施する防護措置。 

② 避難 

 空間放射線量率等が高い又は高くなるおそれがある地点から速やかに離れるため

緊急に実施する防護措置。 

 

 

 （３）安定ヨウ素剤の予防服用 

 安定ヨウ素剤をあらかじめ服用することにより、原子力発電所の重大な事故によって

放出された放射性ヨウ素が甲状腺へ集積して内部被ばくすることを防ぐ防護措置であ

り、避難や一時移転等と併用する。 

 第２章 原子力災害対策の基本事項 
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 （４）避難退域時検査及び簡易除染 

 避難退域時検査は、放射性物質が皮膚や衣類等に付着することによる外部被ばくや、

呼吸等による内部被ばくの低減及び汚染の拡大防止を目的として、県が主体となって実

施する。身体の表面や物品等への放射性物質の付着の有無を確認する（避難退域時検査）

とともに、基準値を超えた場合には放射性物質を取り除くための処置（簡易除染）が行

われる。  

 

 （５）飲食物の摂取制限 

 飲食物中の放射性物質濃度の測定を行い、一定以上の濃度が確認された場合に、

当該飲食物の摂取を回避することで経口摂取による内部被ばくの低減を図る。 

 

第２節 原子力災害対策を実施すべき地域 

原子力災害においては、発電所中心からの距離等に応じて重点的に実施すべき地域が区

分されている。当市がどの地域に位置づけられているのかを認識した上で防災対応に臨む

ことが重要である。 

PAZ 
即時避難区域（予防的防護措置を準備する区域） 

・発電所から半径おおむね５km 圏内 
見附市は該当せず 

UPZ 
避難準備区域（緊急時防護措置を準備する区域） 

・発電所から半径おおむね５～３０km 圏内 

見附市は市内全域

が該当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAZ：即時避難区域 

（おおむね 5km 圏内） 

UPZ：避難準備区域 

（ お お む ね 5km ～

30km 圏内） 
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第３節 防護措置の実施基準 

 緊急時においては、情報収集により事態を把握し、原子力発電所の状況や距離等に応じ、

防護措置の準備やその実施を適切に進めなければならない。 

 このため、原子力災害対策指針では、原子力発電所の状況に応じた３つの緊急事態区分（警

戒事態・施設敷地緊急事態・全面緊急事態）や、原子力発電所の状況がどの緊急事態区分に

該当するかを原子力事業者が判断するための基準である「緊急時活動レベル（EAL）」、放射性

物質放出後の防護措置の実施を判断するための基準である「運用上の介入レベル（OIL）」を

導入している。 

 市は、これら基準に基づく国や県の指示又は独自の判断により、各種防護措置を実施する。 

 

 （１）放射性物質放出前の防護措置 

 放射性物質の放出前においては、３つの緊急事態区分に応じた防護措置を実施する。 

 なお、これらの事態は、次に示す順序のとおりに発生するものでなく、事態の進展に

よっては全面緊急事態に至るまでの時間的間隔がない場合等があり得ることに留意す

る。 

① 緊急事態区分及び緊急時活動レベル（EAL）について 

 原子力災害対策指針で示されている3つの緊急事態区分及び各区分に対応する緊急時

活動レベル（EAL）は次のとおり。 

 

ア 警戒事態／ＥＡＬ1 

 その時点では公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急のものではないが、

原子力施設における異常事象の発生又はそのおそれがあるため、情報収集や、緊急

時モニタリングの準備、施設敷地緊急事態要避難者（※1）の避難等の防護措置の準

備を開始する必要がある段階。 

 

イ 施設敷地緊急事態（原災法第10条の通報基準に該当）／ＥＡＬ2 

 原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能性のある事象が生じ

たため、原子力施設周辺において緊急時に備えた避難等の主な防護措置の準備を開

始する必要がある段階。 

 

ウ 全面緊急事態（原災法第15条の内閣総理大臣の原子力緊急事態宣言の基準に該当）／ＥＡＬ3 

 全面緊急事態は、原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能性
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が高い事象が生じたため、確定的影響を回避し、確率的影響のリスクを低減する観

点から、迅速な防護措置を実施する必要がある段階。 

 

【EAL と防護措置】 

「原子力災害対策指針」及び「原子力災害に備えた新潟県広域避難の行動指針」を基に見附市作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 避難の実施に通常以上の時間がかかり、かつ、避難の実施により健康リスクが高まらない避難行動要支援

者、安定ヨウ素剤を事前配布されていない者及び安定ヨウ素剤の服用が不適切な者のうち、施設敷地緊急事態に

おいて早期の避難等の防護措置が必要な者。（PAZ のみ該当） 

 

見
附
市
該
当 

施設内の 

事故等の発生
事態の進展（放射性物質は放出していない） 

警戒事態 
（EAL１） 

施設敷地緊急事態

（EAL2） 

全面緊急事態 
（EAL3） 

予防的防
護措置を
準備する
区域 

 

（PAZ） 

緊急時防
護措置を
準備する
区域外 
 

(UPZ外) 

緊急時防
護措置を
準備する
区域 
 

（UPZ） 

施設敷地緊急事態要

避難者の避難準備 

施設敷地緊急事態要

避難者の避難実施 

避難準備 

安定ヨウ素剤の服用

準備 

安定ヨウ素剤の服用

避難実施 

避難の受入準備 

屋内退避準備 屋内退避実施 

安定ヨウ素剤の 
服用準備 

避難等の準備 
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 （２）放射性物質放出後の防護措置 

 放射性物質の放出後は、緊急時モニタリングによる測定結果を、防護措置の実施を判

断する基準である運用上の介入レベル（OIL）と照らし合わせ、防護措置を実施する。 

①運用上の介入レベル（OIL）について 

 原子力災害対策指針で示されている運用上の介入レベル（OIL）は次のとおり。 

 

【OIL と防護措置について】 

原子力災害対策指針から抜粋 

  基準の種類 基準の概要 初期設定値※1 防護措置の概要 

緊
急
防
護
措
置 

OIL１ 

地表面からの放射線、再浮遊し
た放射性物質の吸入、不注意な
経口摂取による被ばく影響を防
止するため、住民等を数時間内
に避難や屋内退避させるための
基準 

500μSv/h 
（地上１m で計測した場合の空間放射線

量率※2） 

数時間内を目途に区域
を特定し、避難等を実
施。 
(移動が困難な者の一時
屋内退避を含む) 

OIL４ 
不注意な経口摂取、皮膚汚染か
らの外部被ばくを防止するため、
除染を講じるための基準 

β線:40,000cpm 
（皮膚から数㎝での検出器の計数率） 

避難又は一時移転の基
準に基づいて避難等した
避難者等に避難退域時
検査を実施して､基準を
超える際は迅速に簡易
除染等を実施。 

β線:13,000cpm 
[１ヶ月後の値] 

（皮膚から数 cm での検出器の計数率） 

早
期
防
護
措
置 

OIL２ 

地表面からの放射線、再浮遊し
た放射性物質の吸入、不注意な
経口摂取による被ばく影響を防
止するため、地域生産物の摂取
を制限するとともに、住民等を１
週間程度内に一時移転させるた
めの基準 

20μSv/h 
（地上１m で計測した場合の空間放射線

量率※2） 

１日内を目途に区域を特
定し、地域生産物の摂取
を制限するとともに１週
間程度内に一時移転を
実施。 

飲
食
物
摂
取
制
限 

飲食物に係
るスクリーニ

ング基準 

OIL６による飲食物の摂取制限を
判断する準備として、飲食物中
の放射性核種濃度測定を実施す
べき地域を特定する際の基準 

0.5μSv/h 
（地上１m で計測した場合の空間放射線

量率※2） 

数日内を目途に飲食物
中の放射性核種濃度を
測定すべき区域を特定。

OIL６ 
経口摂取による被ばく影響を防
止するため、飲食物の摂取を制
限する際の基準 

核種 
飲料水 

牛乳・乳製
品 

野菜類、穀
類、肉、卵、
魚、その他 

１ 週間以内を目途に飲
食物中の放射性核種濃
度の測定と分析を行い、
基準を超えるものにつき
摂取制限を迅速に実施。

放射性 
ヨウ素 

300Bq/kg 2,000Bq/kg 

放射性 
セシウム 

200Bq/kg 500Bq/kg 

プルトニウ
ム及び超

ウラン 
元素の 
アルファ 

核種 

1Bq/kg 10Bq/kg 

ウラン 20Bq/kg 100Bq/kg 

※1 「初期設定値」とは緊急事態当初に用いるＯＩＬの値であり、地上沈着した放射性核種組成が明確になった時点で必要な場合にはＯＩ
Ｌの初期設定値は改定される。 
※2 本値は地上1mで計測した場合の空間放射線量率である。実際の適用に当たっては、空間放射線量率計測機器の設置場所におけ
る線量率と地上1mでの線量率との差異を考慮して、判断基準の値を補正する必要がある。ＯＩＬ１については緊急時モニタリングにより得
られた空間放射線量率（1時間値）がＯＩＬ１の基準値を超えた場合、ＯＩＬ２については、空間放射線量率の時間的・空間的な変化を参照
しつつ、緊急時モニタリングにより得られた空間放射線量率（1時間値）がＯＩＬ２の基準値を超えたときから起算して概ね1日が経過した時
点の空間放射線量率（1時間値）がＯＩＬ２の基準値を超えた場合に、防護措置の実施が必要であると判断する。 



9 
 

②防護措置の内容 

 市は、国や県からの指示又は独自の判断により、運用上の介入レベル（OIL）に応じ

た防護措置を実施する。 

 

【OIL と防護措置】 

原子力災害対策指針などを基に見附市作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OIL1 超
 

数時間内に 
区域を特定 

施設外への 

放射性物質放出
放射性物質の放出後の経過 

緊急時防

護措置を

準備する

区域 

 

（UPZ） 

数時間以内

緊急時防

護措置を

準備する

区域外 

 

１日以内 数日以内
１週間 

以内 

基本は屋内退避。安定ヨウ素剤は服用指示に基づき適宜服用 

緊急時モニタリング 

OIL2 超
 

1 日内を目途に
区域を特定 

避 難 

避難退域時
検査 

OIL4 超 
 

の場合 

簡易除染

OIL6 超
 

1 週間以内を目
途に分析 

飲食物スク
リーニング
基準超 

飲食物の
摂取制限

一時移転 
1週間程度内に 

避難退域時
検査 

OIL4 超
 

の場合 

簡易除染
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第３章 市の対応体制 
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第１節 災害対策本部等の設置 

 緊急時には、本部等の設置基準や各種防護措置の実施基準に照らし合わせ、速やかに対応

するものとする。 

 地震等の自然災害の発生並びに原子力発電所の事故の状況が、原子力災害に関する災害対

策本部等設置基準に該当する場合は、市長の指示に基づき、電話等で直ちに配備要員の参集

を行い、併せて安否確認を行う。 

 災害警戒本部及び災害対策本部の設置基準は以下のとおり。 

設置基準 活動体制 

■情報収集事態 

警戒本部 

（第１次配備） 

 

配備要員 

 企画調整課全員 

 係長以上の職員 
 （警戒事態より） 

 

１ 柏崎市又は刈羽村で、震度５弱又は震度５強を観測する地震が発

生したとき 

２ その他市長が必要と認めたとき 

■警戒事態（ＥＡＬ１） 

 

１ 原子力発電所周辺の環境放射線モニタリングによって、空間放射

線量率が１マイクロシーベルト／時を超える数値を検出したと

き 

２ 安全協定に基づく異常時の連絡等により、警戒事態に該当する重

要な事故等が認められるとき 

３ 新潟県内で、震度６弱以上を観測する地震が発生したとき 

４ 新潟県内で、大津波警報が発令されたとき 

５ その他市長が必要と認めたとき 

■施設敷地緊急事態（ＥＡＬ２） 

災害対策本部 
災害現地対策本部 

（第２次配備） 

 

配備要員 

 全職員 

 

１ 原子力発電所の事故により原災法第 10 条に基づく通報があった

とき 

２ その他市長が必要と認めたとき 

■全面緊急事態（ＥＡＬ３） 

 

１ 原災法第 15 条に定める原子力緊急事態宣言発令の基準に達した

とき 

２ その他市長が必要と認めたとき 

 

 

 第３章 市の対応体制 
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第２節 原子力災害発生時における対応の概要 

 原子力災害発生時における市及び住民の対応の概要は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力発電所

の事故発生 市の主な対応 住民等の行動 

屋内退避実施 

避難等の準備 
広報

施設敷地 

緊急事態 

（EAL2） 

全面 

緊急事態 

（EAL3） 

・警戒本部等要員参集・拡充⇒警戒本部設置 

・情報収集・連絡体制の構築 

・モニタリングデータの収集 

今後の情報等に 

留意 

屋内退避準備 

・国・他自治体への応援要請 

・緊急時モニタリング支援 

・屋内退避指示・広報 

・安定ヨウ素剤の服用準備 

・避難等の準備 

・PAZ 等周辺地域の状況確認 

・ 緊急時モニタリング結果の確認及び

国・県等との協議 

・バス等移動手段の手配 

 

 

 

※必要に応じ、安定ヨウ素剤の服用指示 

情報収集
事態 
・ 

警戒事態 
（EAL1） 

・災害対策本部等要員参集⇒災対本部設置

・現地災害対策本部要員派遣・本部設置 

・情報収集・連絡体制の構築 

・緊急時モニタリング支援 

広報

放射性物質の放出 

ＯＩＬ２（20μSv/h）超 

ＯＩＬ１（500μSV/h）以下

ＯＩＬ１（500μSv/h）超 

【避難途中市町村・受入れ市町村内】 

避難退域時検査の実施 

避難所での受け入れ 

広報

指示で特定された

地域は 

即時避難 

線量が高いとこ

ろから順次一時

移転 

ＯＩＬ２未満は

屋内退避継続 

PAZ（発電所からおお

むね 5km 圏内）の住

民避難開始 

広報
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第３節 緊急時における情報の流れ 

 市は、国、県、県内市町村、その他防災関連機関及び原子力事業者等と連携した情報収集

と住民等への情報伝達を行う。 

【主な情報の流れ】 

「原子力災害に備えた新潟県広域避難の行動指針」を基に見附市作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新
潟
県
民 

見附市災害対策本部 

見
附
市
民 

防災関係機関 
関係機関 

（学校、保育園・幼稚園、社会福祉施設など）

安
全
協
定
に 

基
づ
く
情
報
伝
達 

新潟県 

原子力災害対策本部

＜県庁＞ 

新潟県柏崎刈羽原子力防災センター 

（オフサイトセンター） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【国】 
原子力災害現地対策本部 

原子力災害合同対策協議会 

【自治体ブース】 
新潟県原子力災害現地対策本部 

各市町村原子力災害合同対策協議会

【国】 
原子力災害対策本部 
＜原子力規制庁＞ 

原子力事態 
即応センター 

＜東京電力本社＞

東京電力 
緊急時対策所 

＜柏崎刈羽原子力発電所＞ 

【国】 
原子力災害対策本部 

＜官邸＞ 

国危機管理センター 
＜リエゾン＞ 
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第４節 住民への情報伝達 

緊急時活動レベル（EAL）又は運用上の介入レベル（OIL）に基づき、屋内退避や避難等の

対応をとる必要が生じた場合は、住民に対して速やかに情報を伝達する。 

 住民等への情報伝達は、次により行う。 

  ・嘱託員ＦＡＸ 

  ・見附市緊急情報メール 

  ・携帯電話３社の緊急速報メール 

  ・防災サイレン・スピーカー 

  ・広報車 

  ・見附市ホームページ 

  ・ＢＳＮデータ放送 

  ・ＦＭラジオ緊急放送 

  ・ツイッター 

 

（１）警戒事態（EAL1）における広報の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらは、見附市（見附市原子力警戒本部）です。 

本日午前（午後）〇時〇分頃、「東京電力柏崎刈羽原子力発電所」で事故が発生

しました。 

これまでのところ、放射線モニタリングにおいて異常な値は検出されていませ

ん。 

今後、事故の状況により屋内退避又は避難が想定されることから、無用な外出

を控え、市からのお知らせや、テレビ、ラジオ等の情報に十分注意して下さい。 

今後も新たな詳しい情報が入り次第、またお知らせします。 

（以上繰り返し） 

以上、見附市（見附市原子力警戒本部）でした。 
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（２）施設敷地緊急事態（EAL2）における広報の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）全面緊急事態（EAL3）における広報の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらは、見附市原子力災害対策本部です。 

本日午前（午後）〇時〇分頃、「東京電力柏崎刈羽原子力発電所」で事故が発生

しました。 

これまでのところ、放射線モニタリングにおいて異常な値は検出されていませ

んが、万が一に備え、市民の皆さんは「屋内退避の準備」を始めてください。放

射性物質は放出されていませんので、落ち着いて行動してください。 

今後も市からのお知らせや、テレビ、ラジオ等の情報に十分注意してください。 

（以上繰り返し） 

以上、見附市原子力災害対策本部でした。 

こちらは、見附市原子力災害対策本部です。 

本日午前（午後）〇時〇分頃、「東京電力柏崎刈羽原子力発電所」で重大な事故

が発生しました。 

市民の皆さんに「屋内退避」を指示します。 

市民の皆さんは、自宅などの建物の中に入り「屋内退避」を行ってください。 

放射性物質は放出されていませんので、落ち着いて行動してください。 

今後も市からのお知らせや、テレビ、ラジオ等の情報に十分注意してください。 

（以上繰り返し） 

以上、見附市原子力災害対策本部でした。 
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（４）避難（一時移転）における広報の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 緊急時モニタリング 

 市は、国等が実施した緊急時モニタリング結果の共有及び公表方法等について、協力体制

を構築し、住民等にわかりやすく情報提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらは、見附市原子力災害対策本部です。 

本日午前（午後）〇時〇分頃、「東京電力柏崎刈羽原子力発電所」で重大な事故

が発生しました。 

緊急時モニタリングの結果、△△△△地域の皆さんに市外へ避難していただく

ことを決定しました。 

避難経由所は□□市××××です。 

△△△△地域の皆さんは、自家用車で避難してください。なお、避難する際は

可能な限り相乗りで避難し、警察等の誘導に従い、国道○号線（高速道路）にて

避難をしてください。 

また、自家用車による避難が困難な方は、◇◇◇小学校に集合してください。 

 

慌てず、落ち着いて行動してください。 

（以上繰り返し） 

以上、見附市原子力災害対策本部でした。 
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「原子力災害に備えた新潟県広域避難の行動指針」 
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放射線モニタリングポストの配置状況図 

（国・県） 

（新潟県提供）

0 20 50 100kmNo. 柏崎刈羽原発周辺環境放射線監視調査等 設置場所 No. 放射能水準調査、福島事故対応等 設置場所

○ 1 柏崎市街局 柏崎市 ■ 1 放射線監視センター新潟分室 新潟市

○ 2 荒浜局 柏崎市 ■ 2 村上地域振興局 村上市

○ 3 下高町局 刈羽村 ■ 3 新発田地域振興局 新発田市

○ 4 刈羽局 刈羽村 ■ 4 新潟地域振興局津川庁舎 阿賀町

○ 5 勝山局 刈羽村 ■ 5 長岡地域振興局 長岡市

○ 6 宮川局 柏崎市 ■ 6 南魚沼地域振興局健康福祉環境部 南魚沼市

○ 7 西山局 柏崎市 ■ 7 上越地域振興局健康福祉環境部 上越市

○ 8 赤田町方局 刈羽村 ■ 8 糸魚川地域振興局 糸魚川市

○ 9 土合局 柏崎市 ■ 9 三条市役所下田庁舎 三条市

○10 発電所南局 柏崎市 ■10 十日町市役所 十日町市

○11 発電所北局 刈羽村 ■11 五泉市役所 五泉市

○12 鯨波局　　（鯨波コミセン） 柏崎市 ■12 阿賀野市役所 阿賀野市

○13 新道局　　（高田コミセン） 柏崎市 ■13 佐渡市南佐渡消防署 佐渡市

○14 加納局　　（中鯖石コミセン） 柏崎市 ■14 魚沼市役所 魚沼市

○15 北条局　　（北条中） 柏崎市 ■15 胎内市役所 胎内市

○16 千谷沢局　（千谷沢交番跡地） 長岡市 ■16 湯沢町役場 湯沢町

○17 越路局　　（県道柏崎越路線） 長岡市 ■17 津南町役場 津南町

○18 関原局　　（歴史博物館） 長岡市 ■18 関川村役場 関川村

○19 宮本局　　（県道長岡西山線） 長岡市 ■19 佐渡関岬 佐渡市

○20 出雲崎大門局　（出雲崎高校） 出雲崎町

○21 柿崎局　　（久比岐高校） 上越市 No. 県可搬型モニタリングポスト 設置場所

○22 岡野町局　（柏崎市高柳町事務所） 柏崎市 ◇ 1 加茂市役所 加茂市

○23 川西局　　（克雪管理センター） 十日町市 ◇ 2 妙高市役所 妙高市

○24 小千谷局　（建設機械車庫） 小千谷市 ◇ 3 聖籠町役場 聖籠町

○25 妙見局　　（県道小千谷長岡線） 長岡市 ◇ 4 弥彦村役場 弥彦村

○26 見附市街局（素材応用技術支援センター） 見附市 ◇ 5 田上町役場 田上町

○27 分水局　　（分水公民館） 燕市 ◇ 6 粟島開発総合センター 粟島浦村

○28 寺泊局　　（コロニーにいがた白岩の里） 長岡市
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第４章 屋内退避 
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第１節 屋内退避の実施 

市は、国や県から屋内退避に係る指示又は要請があり、又は、独自の判断により、屋内退

避指示を発令するときは、速やかに広報を行い、屋内退避を実施するものとする。 

原子力発電所で緊急事態が起きた場合、見附市は「まずは屋内退避」が基本の行動となる。

屋内退避は、住民等が比較的容易にとることができる対策であり、放射性物質の吸入抑制や

有害な放射線を遮へいすることにより被ばく低減を図る防護措置である。避難の指示等が行

われるまで、放射線被ばくのリスクを低減しながら待機するもので、あわてて自家用車など

で避難した場合は交通渋滞などにより、かえってリスクが高まることも懸念されていること

から、当市における防護措置の最も重要な行動である。 

 

第２節 屋内退避の際の留意事項 

 市は、屋内退避を指示する際は、住民等に対し、次の事項を伝え、実施の徹底を図る。 

  ・あわてず落ち着いて、まずは建物の中に入る。 

  ・外気の侵入を防ぐため、ドアや窓を閉め、換気扇などを止める。 

  ・緊急情報メールやテレビ、ラジオなどから新しい情報を入手する。 

  ・万一の避難に備え、非常時持ち出し品を準備する。 

  ・食品には、フタやラップをして冷蔵庫や戸棚に保管する。 

  ・やむを得ず外出する場合は、長そで、長ズボン、帽子、マスク、手袋などを身に着け

る。 

  ・外から帰ったときは、顔や手を洗い、うがいをする。 

  ・ペットは屋内に入れる。 

  ・ご近所の一人暮らしの方などには、屋内退避の指示があったことをお知らせしたり、

困ったことがないかを確認する。 

 

第３節 市指定避難所の開設 

 市は、屋内退避や避難等の指示を出した場合、自宅等以外での屋内退避が必要となる場合

に備え、速やかに指定避難所を開設する。 

 市指定避難所は「資料１ 見附市原子力災害時使用避難所一覧」のとおり。 

 

 

 第４章 屋内退避 
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見附市原子力災害対応ガイドブックから抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※早めの避難行動を心がけてもらうための目安です 

原子力災害に備えるために普段から注意しておくポイント 

①屋内退避指示を受けてから２時間以内に屋内退避を実施しましょう。※ 

②屋内退避場所では最低３日分の食糧を備蓄しておきましょう。 

③屋内退避をする場所は自宅の他に、職場や親戚宅など複数考えておきましょう。

④市からの情報を取得する手段の確認をしておきましょう。 
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第５章 一時移転及び避難 
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第１節 一時移転及び避難について 

地表面からの放射線、再浮遊した放射性物質の吸入、不用意な経口摂取による被ばく影響

を防止するため、一時移転及び避難を実施する。 

避難等の実施にあたってはその円滑化を図るため、避難者の最初の目的地となる「避難経

由所」を設置し、そこから各避難所へ誘導する。 

また、避難等の途中で避難退域時検査を行うとともに、OIL４以上の放射性物質の付着が認

められる場合は簡易除染を行う。 

 要配慮者等自家用車で自ら避難をすることが困難な住民に対しては、町内単位であらかじ

め指定した一時集合場所へ集合し、市が用意したバス等で避難等を行う。 

■住民避難の基本パターン■ 
        
 
【一般住民】 
                        
 
【避難行動要支援者（在宅）】 
         
 
  
 
    
 
【避難行動要支援者（施設入所）】 
             

 

 

自家用車（乗り合い）で避難施設まで直接避難 

自家用車での避難が
困難な場合、徒歩で
一時集合場所に集合

避難バス等により避

難施設まで避難 

必要に応じて、避難バ
ス等により避難先の

医療施設等に避難 

避難バス等により
避難施設まで避難

市内 広域避難先 

自宅等 避難施設避難経由所 

一時集合場所 
（市内避難所）

自宅等 避難施設避難経由所 
一時集合場所 
（市内避難所）

徒歩（近隣住民等の

支援）により一時集
合場所に集合 

医療施設
福祉施設

医療施設 
福祉施設 

医療施設
福祉施設

避難バス等により避難先の医療機

関、福祉施設等に避難 

 第５章 一時移転及び避難 
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第２節 一時移転及び避難の指示 

 緊急時モニタリングの結果等により、次の運用上の介入レベル（OIL）に基づいた国及び県

の指示等により、避難等を指示する。 

 ① OIL１（500μSv/h） 

   数時間以内を目途に区域を特定し、避難等を実施。 

 ② OIL２（20μSv/h） 

   １日内を目途に区域を特定し、１週間程度内に一時移転を実施。 

 

 ※避難を指示した際には交通渋滞が予想される。避難を円滑・迅速に実施するために必要

な交通誘導を行う体制を新潟県広域避難検討ワーキングチームにて検討している。今後、

交通規制ポイントを確認し、計画に反映する。 

 

第３節 避難等の手段 

 避難者は、原則として自家用車での乗り合いにより避難等を実施する。 

 避難行動要支援者は、市が用意したバス等により避難等を実施する。 

 

【保有車両】合計 26 台 754 人             （平成２８年 月 日現在） 

番号 乗車定員 55 人 50 人 45 人 42 人 29 人 28 人 26 人 10 人

１ 民間バス ４台 １台 １台 １台 ４台 

２ 市マイクロバス １台 １台 １台 １台 １台

３ 社会福祉協議会バス １台 

４ ｺﾐｭﾆﾃｨﾜｺﾞﾝ  ９台

乗車人員合計 275 人 50 人 45 人 42 人 58 人 168 人 26 人 90 人

 不足する台数については、現地災害対策本部を通じて国及び県に要請する。 

 

第４節 避難先候補 

（１）避難経由所、避難所の確保 

 県が「第 11 回市町村による原子力安全対策に関する研究会（平成 27 年 7 月 28 日）」にて

公表した広域避難マッチングでは、当市住民の避難先は新潟・村上方面を基本とすることが

示されたことから、避難経由所等を「資料２ 見附市地区別避難経由所等一覧」のとおり設

定する。 
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 なお、「糸魚川・妙高・魚沼・湯沢方面」、「県外」への避難などについても、引き続き県や

関係市町村とともに検討を進める。 

「原子力災害時の新潟県広域避難マッチングの状況」（平成 27年 7月 新潟県）を基に見附市作成 

避難元 
市町村 

避難先（受入）市町村 
方面 市町村名 

見附市 

新潟・村上方面 

① 新発田市 

② 村上市 

③ 胎内市 

④ 聖籠町 

糸魚川・妙高方面 
（調整中） 

糸魚川市 

妙高市 

魚沼・湯沢方面
（調整中） 津南町 

近隣県（調整中） 

 市外への避難が必要になった場合は、避難先に職員を同行させ、避難先市町村との連携を

密にし、避難者対応にあたるものとする。 

  

①「原子力災害時の新潟県広域避難マッチングについて（平成 27年 7月新潟県）」 

②「広域避難先マッチングの主な前提条件等（新潟県広域避難検討ワーキングチーム検討資料）」から抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●マッチングに係る基本的な考え方 （①） 

・避難先は、複数となるよう調整する。 

・災害の種類や状況、規模及び風向き等に応じて、柔軟に避難先を選択できるようにする。

●事故と被害想定 （②） 

・単独の原子力災害もしくは自然災害と原子力災害の複合災害とする。 

・PAZ 及び UPZ では防護措置がとられる。 

・UPZ 外では、自然災害による影響がなく、原子力災害に対する防護措置も必要とされな

い。 

●避難者の想定 （②） 

・避難者の最大数（PAZ 人口と UPZ 人口）は約 46 万人。 

●避難所 （②） 

・原則、県または市町村が地域防災計画等で指定する避難所 

※学校は体育館が原則。使用をやめた校舎は教室も使用。保育園は原則として使用しない。
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第５節 避難経路の指定 

 市は、県、北陸地方整備局、東日本高速道路(株)等の道路管理者から交通状況等の情報提

供を受け、また国が公表する緊急時モニタリング結果等も踏まえながら、住民等に対し適切

な避難経路を示すとともに、交通整理を行っている警察官等の指示に従うよう周知する。 

 なお、「資料３ 原子力災害時の主な避難経路図」では、避難等を行う際に使用することが

想定される基本的な避難経路を示す。 

 

第６節 市役所庁舎機能の移転 

 避難対象地域が市の全域となった場合は、市役所庁舎機能を移転し、各種証明書の発行等

直ちに再開しなければいけない業務から優先的に行うものとする。なお、具体的には別に定

める「見附市 ICT 部門の業務継続計画（ICT－BCP 初動版）」によるものとする。 

 

【復旧する業務】 

  ・インターネットメール等の通信手段の確保 

  ・SNS 等による情報提供手段の確保 

  ・被災者支援システムの立ち上げによる窓口業務 など 

 

【移転先の候補施設】 

  ●新潟・村上方面へ避難した場合 

   村上市役所 荒川支所 村上市山口４４４ 電話０２５４－６２－３１０１ 

  ●糸魚川・妙高方面、魚沼湯沢方面へ避難した場合（調整中） 

   新井ふれあい会館 妙高市９－１ 電話０２５５－７２－９４１１ 

 

 このほか、災害時相互応援協定に基づき、富山県入善町、福島県伊達市、群馬県渋川市に

ついても、災害の規模や広がりに応じて庁舎機能を移転する候補とする。 

 

第７節 避難状況の確認 

 市は、避難対象区域の避難状況を確認するため、町内会や自主防災組織と連携し、バスに

乗車した住民等の世帯構成や氏名等を確認するとともに、避難所での避難者名簿の作成によ

り、自家用車で避難等を実施した住民等の確認に努める。 

 また、県と協力し、避難対象区域の戸別訪問等を行うなど、住民等の避難等実施状況を確

認する。 
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第６章 要配慮者等の避難体制 
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第１節 要配慮者への対応 

 要配慮者、特に避難行動要支援者の避難等の実施に当たっては、避難行動自体がリスクと

なる場合があることを十分に考慮する必要がある。国は、避難等を行わなかった場合に比べ

要配慮者の健康リスクが高まることがないよう、避難等に要する資機材や医療・看護体制、

安全な搬送手段が確保された場合に避難等を開始するとの考えを示している。 

 なお、要配慮者の避難体制については、原子力災害に備えた新潟県広域避難の行動指針で

も「今後も十分な検討を必要とする課題」の一つとされ、継続して検討が進められていると

ころである。 

 

 （１）在宅の要配慮者への対応 

 市は、「見附市避難行動要支援者等避難支援計画」に基づき、警察、自主防災組織、

町内会、民生委員等の協力を得ながら、情報伝達や避難誘導を行い、福祉車両などを

用いて一時集合場所（市内避難所）まで避難させることとする。その後、市が手配し

たバスなどにより、指定された避難所へ避難する。 

 また、福祉施設への緊急入所や病院への入院の必要がない要配慮者等が、避難所と

なった体育館等での生活で支障が生じた場合には、市は、県などと協議し他の施設で

の受入れを実施する。 

 

 （２）社会福祉施設入所者、入院患者等への対応 

 社会福祉施設入所者や入院患者等については、社会福祉施設や病院等医療機関の管

理者が、あらかじめ定めた避難計画等に基づき、医師、看護師、職員等の指示・引率

により避難等を実施することとされている。 

 なお、原子力災害に備えた新潟県広域避難の行動指針では、県が市町村と共に福祉

団体等と協力して避難先の調整を行うこと、また、避難手段の確保に当たっては国や

自衛隊等の協力を得るとの考え方が示されているが、具体的な内容については継続し

て検討が進められているところである。 

 

第２節 園児、児童、生徒への対応 

 保育園、幼稚園、学校（以下「学校等」という。）は、市等からの指示・情報に基づき、園

児、児童、生徒（以下「生徒等」という。）及び教職員等の安全確保を図るとともに、あらか

じめ定めたルールに基づき、生徒等を保護者へ引き渡す。 

 第６章 要配慮者等の避難体制 
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（１）屋内退避準備情報が発表された場合の対応 

・生徒等及び教職員等の安全を確保する。 

・保護者等に迎えを要請し、あるいは下校させるなど、確実に保護者への引き渡しが可

能な方法で帰宅させる。 

・保護者に連絡がつかない、又は保護者等が迎えに来られない生徒等については、迎え

が来るまでの間、学校等で預かる。 

 

（２）屋内退避指示が出された場合の対応 

・預かっている生徒等が屋外にいた場合は、教室や体育館などに入れ、手洗いやうがい

等を行うよう指示する。 

・保護者等による迎えを継続する。ただし、原子力発電所の状況等によっては迎えを中

止し、引き渡せない生徒等は教職員とともに屋内退避を実施する。 

 

（３）避難指示等が出された場合の対応 

・保護者等に連絡し、直ちに生徒等の迎えを要請する。保護者が迎えに来るまでは、生

徒等は校舎内で待機する。 

・保護者の迎えを要請する暇もないほど緊急の場合は、災害対策本部の指示に従い、学

校等単位で避難する。 

・避難等の実施後、保護者等に連絡し、確実に引き渡しをする。 

 

第３節 観光客等一時滞在者への対応 

 市及び県は、観光客等一時滞在者に対して、防災行政無線や市ホームページのほか、報道

機関等を通じて、適切に情報提供を行う。 

 市は、屋内退避準備情報を発表した段階で、観光客等一時滞在者を市外に退去させる。 

 また、市は、屋内退避を指示した時点で市内に残っている観光客等一時滞在者に対し、宿

泊先や避難所等で屋内退避するよう指示するとともに、避難等を指示した場合は、市外退去

もしくは最寄りの一時集合場所から住民とともに避難用バスにより避難等を実施する。 
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第７章 原子力災害医療 
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第１節 安定ヨウ素剤の配布・服用 

 安定ヨウ素剤の配布・服用は、県が主体となって行う防護措置のひとつである。 

 ＵＰＺの具体的な配布・服用体制については、県が設置した「安定ヨウ素剤事前配布等に

関する検討会」において検討を進めているところであり、それが明らかにされた段階で県の

方針等を踏まえ本計画の見直しを行うものとする。 

 

第２節 避難退域時検査及び簡易除染 

 県は、国と連携して、避難退域時検査の実施場所などをあらかじめ設定し、資機材などの

整備、人員体制や手順などを定めるとしており、市は可能な限り、県が実施する避難退域時

検査及び簡易除染に協力する。 

現在、県において具体的な方法を検討している段階であるため、詳細が示された後に本計

画の見直しを行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第７章 原子力災害医療 
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【避難退域時検査の基本的な考え方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪避難退域時検査の実施場所となる施設の選定の目安≫ 

以下の点を考慮すること。 

 ●避難者は、土地勘のない市町村への避難であること。 

 ●避難退域時検査の実施場所では、ある程度の順番待ちが生じること。 

 ●悪天候でも実施できること。 

 ●避難者（車両）が多数来ること。 

 

〈避難退域時検査の実施場所（イメージ）〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①新潟県が主体となって、避難退域時検査を実施。 

②避難退域時検査の実施場所は、避難準備区域（UPZ）外とする。 

③避難退域時検査体制は、避難先及び避難経路を考慮する。 

④避難退域時検査の実施場所は、避難準備区域（UPZ）外を所管

する市町村が候補施設を選定し、県が決定。 

「原子力災害に備えた新潟県広域避難の行動指針」を基に見附市作成 

●車両の検査 
●住民の検査 
●携行物品の検査 
●簡易除染（必要に応じて）

避難退域時検査場所 
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資 料 
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見附市原子力災害時使用避難所一覧
【資料１】

平成２７年４月１日現在

電話番号

　０２５８－６２－０１４１

　０２５８－６２－０３１９

　０２５８－６２－１０５８

　０２５８－６２－０３１４

　０２５８－６２－００９１

　０２５８－６２－０９８７

　０２５８－６２－０４７９

　０２５８－６２－０６８９

　０２５８－６２－０６８８

　０２５８－６２－０６８５

　０２５８－６１－１１５０

　０２５８－６６－２０６９

　０２５８－６６－２３７１

　０２５８－６６－２３１３

地域コミュニティ 施設名 住所

　見附小学校 　学校町１－３－８９

　中央公民館 　本町２－５－９

　見附第二小学校区 　見附第二小学校 　杉澤町３５６１

　見附町部地区
　庄川平地区

　見附中学校 　島切窪町６４４－２

　名木野小学校 　月見台１－１０－７５

　南中学校 　名木野町７１４
　北谷北部地区

　北谷南部地区 　田井小学校 　田井町３０６

　葛巻小学校 　反田町１０

　西中学校 　市野坪町１２７

　新潟地区 　新潟小学校 　新潟町２４７８

　葛巻地区

　上北谷地区 　上北谷小学校 　牛ヶ嶺町１２９２

　今町小学校 　今町６－１９－１

　今町中学校 　今町４－１－７

　今町公民館 　今町５－３６－１６

　今町町部地区
　今町田園地区
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見附市地区別避難経由所等一覧
【資料２】

平成２７年４月１日現在人口

町名 地域コミュニティ 世帯数 人口
バスによる避難の

集合場所
避難先自治体 避難経由所

本町１丁目１区

本町１丁目２区

本町１丁目３区

本町１丁目４区

本町１丁目５区

本町２丁目１区

本町２丁目２区

本町２丁目３区

本町２丁目４区

本町３丁目１区

本町３丁目２区

本町３丁目３区

本町３丁目４区

本町３丁目５区

本町３丁目６区

本町３丁目７区

本町４丁目

新町１丁目１区

新町１丁目２区

新町１丁目３区

新町１丁目４区

新町１丁目５区

新町１丁目６区

新町１丁目７区

新町１丁目８区

新町２丁目１区

新町２丁目２区

新町２丁目３区

新町２丁目４区

新町３丁目１区

新町３丁目２区

嶺崎１丁目１区

嶺崎１丁目２区

嶺崎１丁目３区

嶺崎１丁目４区

嶺崎２丁目１区

嶺崎２丁目２区

嶺崎２丁目３区

学校町１丁目１区

学校町１丁目２区

学校町１丁目３区

学校町１丁目４区

学校町２丁目１区

学校町２丁目２区

学校町２丁目３区

本所１丁目１区

本所１丁目２区

本所１丁目３区

本所１丁目４区

本所１丁目５区

本所１丁目６区

本所２丁目

元町１丁目

元町２丁目

昭和町１丁目１区

昭和町１丁目２区

昭和町１丁目３区

戸代新田町

南本町１丁目１区

南本町１丁目２区

南本町１丁目３区

南本町２丁目１区

南本町２丁目２区

南本町２丁目３区

南本町３丁目

(1)新発田市カルチャーセンター
新発田市本町4丁目１６－８３
０２５４－２３－３０５０

(2)サンビレッジしばた
新発田市五十公野６０８０
０２５４－２３－８６７０

見附町部地区 5,556 14,943
●見附小学校
●見附中学校
●中央公民館

① 新発田市
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町名 地域コミュニティ 世帯数 人口
バスによる避難の

集合場所
避難先自治体 避難経由所

堀溝町

杉澤町１区

杉澤町２区

杉澤町３区

杉澤町４区

双葉町１区

双葉町２区

月見台２丁目

緑町１区

緑町２区

熱田町１区

熱田町２区

名木野町

明晶町

下新町

椿澤町

田井町

栃栄町

山崎町

耳取町

鳥屋脇町

葛巻１丁目１区

葛巻１丁目２区

葛巻１丁目３区

葛巻１丁目４区

葛巻２丁目１区

葛巻２丁目２区

葛巻２丁目３区

反田町

新幸町

六本木町

中村町

北野町

傍所町

鹿熊町

青木町

山吉町

速水町

柳橋町１区

柳橋町２区

柳橋町３区

福島町

市野坪町１区

市野坪町２区

加坪川町

漆山町

新町３丁目３区

昭和町２丁目

白銀町

松の木町

東町

四ツ屋町

西の上町

西の下町

千刈町

小栗山町

指出町

下鳥町

片桐町

太田町

本明町

池之島町

河野町

宮之原町

牛ケ嶺町

神保町

見附第二小学校区 210 709 ●見附第二小学校 ④ 聖籠町
(1)聖籠町町民会館
北蒲原郡聖籠町諏訪山１２８０
０２５４－２７－２１２１

(1)新潟県青少年自然の家体育館
胎内市乙大日裏
０２５４－４６－２２２４

(2)胎内市B&G体育館
胎内市西条６６６
０２５４－４３－３５７０

北谷南部地区 451 1,255 ●田井小学校 ③ 胎内市

(1)新潟県青少年自然の家体育館
胎内市乙大日裏
０２５４－４６－２２２４

(2)胎内市B&G体育館
胎内市西条６６６
０２５４－４３－３５７０

北谷北部地区 1,356 4,045
●名木野小学校

●南中学校
③ 胎内市

(1)神林総合体育館
（パルパーク神林）
村上市九日市２２２
０２５４－６６－８１１１

新潟地区 548 1,922 ●新潟小学校 ④ 聖籠町
(1)聖籠町町民会館
北蒲原郡聖籠町諏訪山１２８０
０２５４－２７－２１２１

葛巻地区 2,406 7,217
●葛巻小学校
●西中学校

② 村上市

(1)聖籠町町民会館
北蒲原郡聖籠町諏訪山１２８０
０２５４－２７－２１２１

上北谷地区 471 1,356 ●上北谷小学校 ④ 聖籠町
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町名 地域コミュニティ 世帯数 人口
バスによる避難の

集合場所
避難先自治体 避難経由所

芝野町

今町１丁目１区

今町１丁目２区

今町１丁目３区

今町１丁目４区

今町１丁目５区

今町１丁目６区

今町１丁目７区

今町１丁目８区

今町２丁目１・２区

今町２丁目３区

今町２丁目４区

今町２丁目５区

今町３丁目１区

今町３丁目２区

今町３丁目３区

今町３丁目４区

今町４丁目１区

今町４丁目２区

今町５丁目１区

今町５丁目２区

今町５丁目３区

今町５丁目４区

今町５丁目５区

今町６丁目

今町７丁目

上新田町１区

上新田町２区

上新田町３区

上新田町４区

下関町

釈迦塚町

三林町

田之尻町

坂井町

細越１丁目１区

細越１丁目２区

細越２丁目１区

細越２丁目２区

島切窪町

石地町

庄川町

西山町

町屋町

〔避難経由所一覧〕

自治体名 電話番号

０２５４－２３－３０５０

０２５４－２３－８６７０

② 村上市 ０２５４－６６－８１１１

０２５４－４６－２２２４

０２５４－４３－３５７０

④ 聖籠町 ０２５４－２７－２１２１

今町町部地区 2,541 7,373
●今町小学校
●今町中学校
●今町公民館

① 新発田市

(1)新発田市カルチャーセンター
新発田市本町4丁目１６－８３
０２５４－２３－３０５０

(2)サンビレッジしばた
新発田市五十公野６０８０
０２５４－２３－８６７０

住所避難経由所名称

(1) 新発田市カルチャーセンター 新発田市本町４丁目１６－８３

(1)新発田市カルチャーセンター
新発田市本町4丁目１６－８３
０２５４－２３－３０５０

(2)サンビレッジしばた
新発田市五十公野６０８０
０２５４－２３－８６７０

庄川平地区 419 1,261
●見附小学校
●見附中学校
●中央公民館

① 新発田市

(1)新発田市カルチャーセンター
新発田市本町4丁目１６－８３
０２５４－２３－３０５０

(2)サンビレッジしばた
新発田市五十公野６０８０
０２５４－２３－８６７０

今町田園地区 392 1,464
●今町小学校
●今町中学校
●今町公民館

① 新発田市

(2) サンビレッジしばた 新発田市五十公野６０８０

(1) 神林総合体育館
（パルパーク神林）

村上市九日市２２２

(1) 新潟県青少年自然の家体育館 胎内市乙大日裏

① 新発田市

③ 胎内市
(2) 胎内市B＆G体育館 胎内市西条６６６

(1) 聖籠町町民会館 北蒲原郡聖籠町諏訪山１２８０
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〔避難先で使用する避難所一覧〕

自治体名 避難経由所名称 避難所名称 住所 電話番号

 1．新発田市立外ヶ輪小学校体育館 新発田市中央町５丁目８番９号 ０２５４－２２－２５４９
 2．新発田市立猿橋小学校体育館 新発田市中曽根町３丁目８番２９号 ０２５４－２２－２１２３
 3．新発田市立御免町小学校体育館 新発田市大栄町４丁目５番３３号 ０２５４－２２－２２１６
 4．新発田市立二葉小学校体育館 新発田市中田町３丁目６番１号 ０２５４－２２－２１２６
 5．新発田市立東豊小学校体育館 新発田市東新町４丁目１０番８号 ０２５４－２３－５０７５
 6．新発田市立住吉小学校体育館 新発田市住吉町３丁目６番２２号 ０２５４－２４－１１４８
 7．新発田市立五十公野小学校体育館 新発田市五十公野４８６２番地 ０２５４－２２－３６４１
 8．新発田市立松浦小学校体育館 新発田市法正橋３９番地 ０２５４－２２－３５７５
 9．新発田市立米倉小学校体育館 新発田市大槻４２１１番地２６０ ０２５４－２８－５００１
10．旧新発田市立赤谷小学校体育館 新発田市上赤谷２１７３番地 ０２５４－２８－２１１６
11．新発田市立川東小学校体育館 新発田市下羽津１９３８番地 ０２５４－２５－２００９
12．新潟県立村上特別支援学校いじみの分校竹俣校 新発田市下楠川７０２番地 ０２５４－３１－１５００
13．旧新発田市立車野小学校体育館 新発田市大友１７番地１ ０２５４－２５－２０８２
14．新発田市立菅谷小学校体育館 新発田市繁山７０番地 ０２５４－２９－２０１８
15．新発田市立七葉小学校体育館 新発田市黒岩６６番地 ０２５４－２９－３３０５
16．新発田市立佐々木小学校体育館 新発田市則清８５６番地 ０２５４－２７－２０１１
17．新発田市立中浦小学校体育館 新発田市大伝４６５番地２ ０２５４－２２－２０３４
18．新発田市立天王小学校体育館 新発田市天王１８番地 ０２５４－３２－３１０１
19．新発田市立荒橋小学校体育館 新発田市荒町１４８３番地 ０２５４－２２－３５０１
20．新発田市立本田小学校体育館 新発田市本田１２番地 ０２５４－３２－２６０３
21．新発田市立紫雲寺小学校体育館 新発田市稲荷岡２３８９番地 ０２５４－４１－２０２２
22．新発田市立米子小学校体育館 新発田市真野原外１７７３番地 ０２５４－４１－２０３６
23．新発田市立藤塚小学校体育館 新発田市藤塚浜４０６３番地３ ０２５４－４１－２０７３
24．新発田市立加治川小学校体育館 新発田市上今泉３６６番地１ ０２５４－３３－２４３５
25．加治川コミュニティセンター体育館 新発田市下小中山１１０７番地 ０２５４－３３－２１３０
26．新発田市立本丸中学校体育館 新発田市緑町２丁目７番２２号 ０２５４－２２－２５２５
27．新発田市立第一中学校体育館 新発田市御幸町４丁目５番２５号 ０２５４－２３－１１５１
28．新発田市立猿橋中学校体育館 新発田市住吉町１丁目７番１号 ０２５４－２３－１１７５
29．新発田市立東中学校体育館 新発田市五十公野４９８１番地 ０２５４－２２－３８２４
30．新発田市立川東中学校体育館 新発田市下羽津１５６６番地１ ０２５４－２５－２０１１
31．新発田市立七葉中学校体育館 新発田市上館８４－２ ０２５４－２２－３５２４
32．新発田市立佐々木中学校体育館 新発田市則清１０２番地 ０２５４－２７－２５０５
33．新発田市立豊浦中学校体育館 新発田市乙次５０番地 ０２５４－２４－４４９２
34．新発田市立紫雲寺中学校体育館 新発田市真野原外３４９９番地 ０２５４－４１－４０００
35．新発田市立加治川中学校体育館 新発田市川口３３０番地 ０２５４－３３－２２１４
36．新発田市カルチャーセンターアリーナ 新発田市本町４丁目１６番８３号 ０２５４－２３－３０５０
37．新発田市地域交流センターあおり館 新発田市中央町３丁目１３番３号 ０２５４－２２－１２５４
38．新発田市地域交流センターきやり館 新発田市中央町３丁目１３番３号 ０２５４－２２－１２５４
39．大島体育館 新発田市大中島３７番地 ０２５４－４１－２９７４
40．加治川地区体育館 新発田市住田５４７番地 ０２５４－３３－２４３３
41．加治川地区公民館 新発田市住田５４７番地１ ０２５４－３３－２４３３
42．加治川地区公民館中川分館 新発田市押廻１４４７番地 ０２５４－２２－０６５７
43．新潟県立新発田高等学校体育館 新発田市豊町３－７－６ ０２５４－２２－２００８
44．新潟県立西新発田高等学校体育館 新発田市西園町３丁目１番２号 ０２５４－２２－２００９
45．新潟県立新発田農業高等学校第１体育館 新発田市大栄町６丁目４番２３号 ０２５４－２３－２３０３
46．新潟県立新発田南高等学校体育館 新発田市大栄町３丁目６番６号 ０２５４－２２－２１７８
47．新潟県立新発田商業高等学校大体育館 新発田市板敷５２１番地１ ０２５４－２６－１３８８
48．私立新発田中央高等学校体育館 新発田市曽根５７０番地 ０２５４－２７－２４６６
49．新潟職業能力開発短期大学校体育館 新発田市新富１丁目７番２１号 ０２５４－２３－２１６８
 1．村上市立村上南小学校体育館 村上市南町２丁目１番１１号 ０２５４－５２－４１８８
 2．村上市立瀬波小学校体育館 村上市瀬波上町４番６号 ０２５４－５２－２７９８
 3．勤労青少年ホーム体育館 村上市瀬波上町４番１号 ０２５４－５３－２００５
 4．村上市立岩船小学校体育館 村上市立岩船上町２番１０号 ０２５４－５６－７０３６
 5．村上市立岩船中学校体育館 村上市八日市９番２３号 ０２５４－５６－７１０９
 6．村上市立平林小学校体育館 村上市平林１２２番地 ０２５４－６６－５００９
 7．村上市立砂山小学校体育館 村上市塩谷１３２５番地１３５ ０２５４－６６－５５０９
 8．村上市立神納小学校体育館 村上市有明７６６番地１ ０２５４－６６－６４８４
 9．村上市立神納東小学校体育館 村上市上助渕１９００番地 ０２５４－６６－５３１６
10．村上市立西神納小学校体育館 村上市九日市５０３番地 ０２５４－６６－７３１２
11．村上市立平林中学校体育館 村上市牛屋１０６３番地 ０２５４－６６－５５３９
12．村上市立神納中学校体育館 村上市有明１３８０番地 ０２５４－６６－５３１３
13．村上市立保内小学校体育館 村上市下鍛冶屋２６４番地２ ０２５４－６２－２３０２
14．新潟県立荒川高等学校体育館 村上市坂町２６１６番地４ ０２５４－６２－２５０３
15．村上市立荒川中学校体育館 村上市坂町２５１０番地 ０２５４－６２－３２５１
17．荒川総合体育館 村上市坂町２５３３番地 ０２５４－６２－３２４８
16．村上市立金屋小学校体育館 村上市金屋２０１４番地１ ０２５４－６２－２０５０

① 新発田市

(1) 新発田市
カルチャーセンター

(2) サンビレッジしば
た

(1) 神林総合体育館
（パルパーク神林）

② 村上市
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 1．胎内市Ｂ＆Ｇ体育館 胎内市西条６６６番地 ０２５４－４３－３５７０
 2．胎内市産業文化会館 胎内市新和町２番５号 ０２５４－４３－６４００
 3．サンビレッジ中条 胎内市長橋４２１番地１ ０２５４－４４－８０５５
 4．中央公民館 胎内市東本町１６番６６号 ０２５４－４３－２００１
 5．胎内市築地農村環境改善センター 胎内市築地３２６９番地 ０２５４－４５－３１０１
 6．胎内市乙地区交流施設きのと交流館 胎内市乙２７０５番地 ０２５４－４６－２１０１
 7．胎内レクホール 胎内市夏井１１８５番地２ ０２５４－４８－３３２１
 8．黒川地区公民館 胎内市黒川１６４７番地１ ０２５４－４７－３４０５
 9．新潟県立中条高等学校体育館 胎内市東本町１９番地１ ０２５４－４３－２０４７
10．新潟県少年自然の家体育館 胎内市乙大日裏 ０２５４－４６－２２２４
 1．聖籠町立蓮野小学校 聖籠町大字蓮野１６８７番地 ０２５４－２７－２５０８
 2．聖籠町立亀代小学校 聖籠町大字次第浜４６１４番地 ０２５４－２７－２０２９
 3．聖籠町立山倉小学校 聖籠町大字山倉６８８番地 ０２５４－２７－２５０４
 4．聖籠町立聖籠中学校 聖籠町大字蓮潟３６６番地１ ０２５４－２７－７０８０
 5．聖籠町町民会館 聖籠町大字諏訪山１２８０番地 ０２５４－２７－２１２１
 6．聖籠町藤寄体育館 聖籠町大字藤寄３１８３番地１ ０２５４－２７－８１３６
 7．聖籠町亀代地区多目的屋内運動場 聖籠町大字網代浜１４７２番地２ ０２５４－２７－５０１９
 8．聖籠町山倉地区多目的屋内運動場 聖籠町大字諏訪山６５２番地９ ０２５４－２７－１７８６
 9．聖籠町蓮野地区多目的屋内運動場 聖籠町大字蓮野１９４２番地 ０２５４－２７－２５１１

(1) 新潟県青少年自
然の家体育館

(2) 胎内市B＆G
体育館

③ 胎内市

(1) 聖籠町町民会館④ 聖籠町
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①

(1)神林総合体育館（パルパーク神林）
【村上市】(1)新潟県青少年自然の家体育館

【胎内市】

(2)胎内市B&G体育館
【胎内市】

(2)サンビレッジしばた
【新発田市】

(1)聖籠町町民会館
【聖籠町】

西側より見附市を出て
避難先へ向かうルート

(1)新発田市カルチャーセンター

原子力災害時の主な避難経路図 【資料３】

4
7

【新発田市】

【高速道路使用ルート】

【一般道路使用ルート】
※国道8号⇒国道7号

【新発田市】

「新潟の道路2013－NIIGATA ROAD NAVIGATION－（新潟県土木部道路建設課）」を加工
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(1)神林総合体育館（パルパーク神林）
【村上市】(1)新潟県青少年自然の家体育館

【胎内市】

(2)胎内市B&G体育館
【胎内市】

(2)サンビレッジしばた
【新発田市】

(1)聖籠町町民会館
【聖籠町】

7(1)新発田市カルチャーセンター

② 北側より見附市を出て
避難先へ向かうルート

原子力災害時の主な避難経路図 【資料３】

4
8

【新発田市】

【高速道路使用ルート】
※ 県道8号⇒国道289号⇒

高速道路（燕三条IC）

【一般道路使用ルート】
※ 県道8号⇒国道289号⇒

国道8号⇒国道7号

※ 県道8号⇒県道212号⇒
国道403号⇒国道460号
⇒国道7号

403

460

8

【新発田市】

「新潟の道路2013－NIIGATA ROAD NAVIGATION－（新潟県土木部道路建設課）」を加工
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(1)神林総合体育館（パルパーク神林）
【村上市】(1)新潟県青少年自然の家体育館

【胎内市】

(2)サンビレッジしばた
【新発田市】

(1)聖籠町町民会館
【聖籠町】

290

(2)胎内市B&G体育館
【胎内市】

(1)新発田市カルチャーセンター

③ 東側より見附市を出て
避難先へ向かうルート

原子力災害時の主な避難経路図 【資料３】

4
9

【新発田市】

【高速道路使用ルート】
※ 県道210・19号⇒

国道290号⇒国道289号
⇒高速道路（燕三条IC）

【一般道路使用ルート】
※ 県道210・19号⇒

国道290号

290

290

【新発田市】

「新潟の道路2013－NIIGATA ROAD NAVIGATION－（新潟県土木部道路建設課）」を加工

9





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見附市原子力災害に備えた屋内退避・避難計画 

平成２８年３月２３日策定 

 

発行：見附市企画調整課 
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